
 

 

安中市立小中学校印刷環境更新賃貸借 

公募型プロポーザル 

 

募集要領 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和７年７月 

安中市 



１．目的 

この要領は、本市公立小中学校における印刷業務の負担軽減による学校現場の働き方改

革、カラー印刷による教育の質の向上、及び印刷機器の一括更新による事務負担の軽減に資

するため、学校現場の状況を理解し、より効率的かつ安定した印刷環境を実現可能な機器の

調達、保守、並びに当該機器を有効に活用するための技術及び知識を兼ね備えた最適な事業

者を、価格のみによる競争によらず、企画力、技術力、提案能力、費用対効果等の総合的観

点から公募型プロポーザル方式により、受注者を選考、決定することを目的とする。 

 

２．件名 

安中市立小中学校印刷環境更新賃貸借 

 

３．事業概要 

（１）契約形態 

高速カラー複合機等（以下「調達機器」という。）を賃貸借する賃貸借契約とする（安

中市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例（平成 18 年安中市条例第

245 号）第 2条第 1号に該当）。 

本賃貸借契約は、カラー・モノクロの区別なく、保守点検・消耗品供給・修繕が金額に

含まれ、あらかじめ設定された上限印刷枚数以内であれば、定額で使用できるサブスクリ

プション方式とする。 

調達機器の仕様及び必須納入数量、各小中学校の年間見込み印刷枚数等の詳細につい

ては、別紙「安中市立小中学校印刷環境更新賃貸借仕様書」に記載する。 

（２）事業期間 

　　① 調達期間　　契約日から令和 7 年 12 月 31 日まで 

　　② 賃貸借期間　令和 8年 1月 1日から令和 12 年 12 月 31 日まで 

（３）履行場所（調達機器使用場所） 

　小学校８校 

　　① 安中小学校　　　安中市安中 3-10-43 

　　② 原市小学校　　　安中市原市 1-10-23 

　　③ 磯部小学校　　　安中市磯部 4-12-8 

　　④ 東横野小学校　　安中市鷺宮 3139-2 

　　⑤ 碓東小学校　　　安中市岩井 62 

　　⑥ 秋間小学校　　　安中市東上秋間 1831 

　　⑦ 松井田小学校　　安中市松井田町松井田 953 

　　⑧ 西横野小学校　　安中市松井田町二軒在家 887 

　中学校３校 

⑨ 第一中学校　　　安中市安中 5-8-1 

　　⑩ 第二中学校　　　安中市原市 2245-2 

　　⑪ 松井田中学校　　安中市松井田町新堀 236-16 

 



４．審査・選定 

提案は、「安中市立小中学校印刷環境更新賃貸借公募型プロポーザル審査要領」（以下「審

査要領」という。）により審査を行い、総合的に最も評価点数が高い最優秀提案者１者と次

に高い次点提案者１者を選定する。 

 

５．提案上限金額 

提案上限金額は、月額 1,129,000 円（消費税相当額を含めない）とし、各年度の支払上限

額は以下のとおりとする。なお、この限度額は契約時の価格を示すものではない。 

 

６．実施スケジュール 

本プロポーザルの主な日程は次のとおりとする。 

① 令和 7年 7月 8日（火）  　　  公告・公募開始（本市ホームページにて公開） 

② 令和 7年 7月 15 日（火） 　 　 質問書提出期限 

③ 令和 7年 7月 17 日（木）  　　 質問書最終回答日（本市ホームページにて公開） 

④ 令和 7年 7月 22 日（火）  　　 参加申込書提出期限 

⑤ 令和 7年 7月 24 日（木）  　　 参加申込結果の通知 

⑥ 令和 7年 8月 1日（金）  　 　 提案書提出期限 

⑦ 令和 7年 8月 7日（木）   　　 プレゼンテーション開催案内通知 

⑧ 令和 7年 8月 21 日（木）  　　 プレゼンテーション、デモンストレーション 

及びヒアリング 

⑨ 令和 7年 9月 1日（月）予定　  審査結果通知、優先交渉事業者決定 

⑩ 令和 7年 10 月中旬　　　　　　 最終仕様決定、契約締結、調達機器納入手配開始 

⑪ 令和 8年 1月 1日～　　　 　　 賃貸借開始 

 

７．参加資格要件 

本プロポーザルに参加申込みできる者は、次に掲げる事項を全て満たす者とする。 

（１）地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条の 4第 1項及び第 2項各号の規

定に該当しないこと。 

（２）会社更生法（平成 14年法律第 154 号）に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生

法（平成 11 年法律第 225 号）の規定に基づく再生手続開始の申立てがなされていない

 
年度 月数

支払上限額 

（消費税相当額を含めない）

 令和 7年度 3 3,387,000 円

 令和 8年度 12 13,548,000 円

 令和 9年度 12 13,548,000 円

 令和 10年度 12 13,548,000 円

 令和 11年度 12 13,548,000 円

 令和 12年度 9 10,161,000 円



者であること。 

（３）本市の入札参加資格者として、以下の営業品目にて登録されていること。 

・大分類：「リース・レンタル」　 

・小分類：「事務用機器（リース）」又は「情報機器（リース）」 

（４）安中市入札参加者指名停止措置要領（平成 19 年安中市訓令第 7号）に基づく指名停

止又は安中市の事務事業からの暴力団排除に関する要綱（平成 25 年安中市告示第 46

号）に基づく指名停止若しくは指名取消しを受けていないこと。 

（５）暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成 3年法律第 77 号）

第 2条第 2号に規定する暴力団及びそれに準じる団体をいう。）でないこと。 

（６）役員等が暴力団員（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第 2 条第 6 号

に規定する暴力団員及びそれに準じる者をいう。）ではないこと。 

（７）法人事業税（地方法人特別税を含む）、法人税、消費税及び地方消費税を滞納してい

ないこと。 

（８）令和 2年度から令和 7年度（令和 7年 7月１日時点 ）の期間において、 本件と同様

のカラー複合機等賃貸借（カラー・モノクロの区別なく、保守点検・消耗品供給・修繕

が金額に含まれ、あらかじめ設定された上限印刷枚数以内であれば、定額で使用できる

内容）の実績（令和 7 年度にあっては契約締結済みであることをもって実績有りとす

る。）を申込者又は協力事業者が有すること。なお、ここでいう「協力事業者」とは、

参加申込者が提案する機器の製造事業者若しくはその関係者であって、導入後の機器

運用において受注者を補佐し操作方法の説明、消耗品の補充、その他機器の保守等が適

切に実施可能な者を指し、以降も同様とする。 

（９）群馬県内に本社又は支社若しくは営業所を有し（委託先事務所は除く）、業務管理部

門が 2名以上勤務していること。 

（10）本事業を円滑に遂行できる安定的かつ健全な財務能力を有すること。 

（11）提出された書類の記載事項に虚偽がないこと。 

（12）電子メールにて確実に連絡が取れること。 

 

８．質疑回答 

本募集要領、仕様書等の内容に不明な点がある場合は、質問書（様式第１号）を提出する

こと。 

（１）受付期間 

令和 7年 7月 10 日（木）午前 9時から令和 7年 7月 15 日（火）午後 5時まで 

（２）質疑事項提出先、提出方法 

「16. 担当窓口」に記載のあるメールアドレスに電子メールにより提出すること。その

際、質問書提出に係る電子メールの件名は、「小中学校印刷環境更新プロポーザル質問（事

業者名）」とすること。また、電子メールは「開封確認」を受信者に要求する設定で送信

すること。（誤送信等により未着の場合には質疑回答を行わない）。 

なお、電話や口頭等、電子メール以外での質問は受け付けない。 

（３）最終回答日 



令和 7年 7月 17 日（木） 

（４）回答方法 

質疑に対する回答は、質問書を提出した者（以下「質問者」という。）に対し、電子メ

ールにて回答し、併せてホームページ上においても公表する。ただし、質問者の競争上の

利益、地位を侵すおそれがあると判断した場合には、質問者のみに回答することがある。 

 

９．参加申込 

（１）受付期間 

　　令和 7年 7月 10 日（木）午前 9時から令和 7年 7月 22 日（火）午後 5時まで（必着） 

（２）提出先及び提出方法 

「16．担当窓口」に記載のある窓口に持参又は郵送若しくは電子メールにより提出とす

る。なお、電子メールによる提出の際は、「開封確認」を受信者に要求する設定で送信す

ること。（誤送信等により未着の場合には、参加申込無しとみなす）。 

また、電子メールによる提出の場合、添付ファイルの容量をメール１通あたり 4MB 以内

とし、提出ファイルの総容量がそれを超える場合は、複数に分けて送信すること。 

（３）提出書類 

① 参加申込書（様式第２号）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　１部 

② 会社概要が分かる資料（様式第３号 ※協力事業者の資料も提出すること）１部 

③ 「７．参加資格（７）」に掲げる各種税に係る納税証明書（写し可）　　　１部 

※書類到着日から 90 日以内に発行されたものであって、直近の年度のもの。 

かつ、滞納がない旨を証明する記載がされているもの。 

④ 「７．参加資格（８）」に掲げる業務実績調書（様式第４号） 　　　　 　１部 

（４）注意事項 

① 提出期限までに参加申込書の提出がない場合は、提案の意思がないものとみなす。 

② 参加申込書提出後に辞退する場合は、「参加辞退届」（様式第７号）を提出すること。 

③ 提出書類は返却しない。 

④ 提出した書類の差し替えや再提出は、本市から指示があった場合を除き認めない。 

⑤ 配達の遅延などの不都合により期限内に提出できなかった場合においても、提出期

限の延長等の特別な措置は行わない。また、消印有効ではなく、期限内に書面が到着

すること。 

⑥「７．参加資格」に定める参加資格要件等に基づき、教育部総務課において参加申込

書等の審査を行い、事業者宛参加資格審査の結果を令和 7年 7月 24 日（木）までに参

加申込書を提出したすべての事業者に電子メールで通知する。なお、参加資格審査の

審査内容及び結果は公表しない。また、審査結果に対する問い合わせ及び異議等につ

いては、一切応じない。 

 

10. 提案書 

（１）提出書類 



 次に掲げる書類を持参又は郵送により提出すること。 

① 提案書提出届（様式第５号・提案書は任意様式） 

② 見積書（様式第６号） 

（２）提案書の体裁 

① 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４番とする。 

② 提案書は正本と副本をそれぞれ作成し、各表紙については、以下のとおりとするこ

と。 

　　　・正本　あて名「（あて先）安中市長」、表題「安中市立小中学校印刷環境更新賃貸借　

提案書」、提出年月日、提案者名（事業者名）及び担当窓口（担当部署、担当

者、連絡先、電子メールアドレス）を記載すること。 

　　　・副本　表題「安中市立小中学校印刷環境更新賃貸借　提案書」と提出年月日のみ記

載し、提案者名（事業者名）及び担当窓口は記載しないこと。 

③ 書式及び縦横は自由とするが、資料等を除き20頁以内とすること。 

④ 可能な限り両面印刷にて作成すること。 

⑤ 日本語で作成し、ページ番号を付すること。 

⑥ 紙媒体で指定の部数を提出するとともに、CD-R等の電子媒体で1部提出すること。 

⑦ 紙媒体の印刷は、別紙仕様書に定める機器Aとして提案する機器で印刷すること。そ

の際、提案書を印刷するとき、後述するプレゼンテーションで印刷するとき、実際に

設置校へ納品し使用開始するとき、のいずれも機器の初期設定値（印刷濃度を含む利

用者にて変更できない設定事項）は同一とすること。 

⑧ 提案書、見積書ともに、正本は提案事業者の社名等を記載すること。副本は社名等

を表示しないようにすること。非表示の方法は、任意とする。 

（３）電子媒体のファイル形式は、原則としてMicrosoft Word、Excel、

PowerPoint又はPDFのいずれかとすること。 

（４）提案書の構成は、最初に基本項目として事業者概要、導入実績、納入機器の仕様及

び構成の順に作成し、以降は別に示す「安中市立小中学校印刷環境更新賃貸借公募型

プロポーザル審査要領 別紙 評価項目及び配点表（技術点）」に沿った内容とするこ

と。 

（５）見積書の見積額は月額賃貸借料とし、消費税相当額を含まない金額で記載するこ

と。 

（６）提出物及び部数 

① 提案書（紙媒体）　　　　　　 １２部（正本１部、副本１１部） 

② 提案書（電子媒体）　　　　　　 １部（正本のデータとすること） 

③ 見積書（紙媒体）（様式第５号）１２部（正本１部、副本１１部） 

④ 見積書（電子媒体）　　　　　　 １部（正本のデータとすること） 

（７）受付期間 

令和7年7月25日（金）午前9時から令和7年8月1日（金）午後5時まで（必着） 

（８）提出先 

　　「16．担当窓口」に記載のとおり 



（９）提出書類の取扱い 

① 提出された書類は返却しない。また、参加者に無断で本事業の選定以外の目的に使

用しない。 

② 提出された書類は、プロポーザル審査のために複製を作成することがある。また、

市が必要と認めた場合は、提出書類の内容を無償で使用できるものとする。 

③ 提出した書類の差し替えや再提出は、本市から指示があった場合を除き認めない 。 

④ 提案者は、契約事業者となった際、提案書の内容を確実に履行すること。契約事業

者の責により提案書の内容を履行できない場合は、発注者と協議し、同等の対応を行

うこと。なお、提案書の履行状況が悪質と認められる場合は、契約を解除して損害賠

償の請求を行うことがある。 

⑤ 提案書の提出は、１者につき１案とする。 

（10）情報公開 

　　提出された書類は、「安中市情報公開条例（平成18年安中市条例第18号）」第2条第2項に

規定する「行政文書」として取り扱うものとする。 

（11）法令等の遵守 

提案に当たっては、事前に参加者の責任において関係法令等を確認すること。なお、契

約後、業務実施時における法令適合のリスクは、事業者に属することとする。 

（12）失格事項 

次のいずれかに該当する場合は、失格とする。 

① 提出方法、提出場所、提出期限に適合しないもの。 

② 記載すべき事項の全部が記載されていないもの。 

③ 虚偽の内容が記載されているもの。 

④ 審査結果に影響を与える工作等、不正な行為が行われたもの。 

⑤ 参加資格を満たさないことが判明したとき。 

⑥ 提案上限金額を超えるとき。 

⑦ その他、提案書等の提出に際して不正な行為があったとき又はこの募集要領に定め

る手続によらなかったとき。 

⑧ 事業者選定前までに、選定委員と本事業に関して接触を持ち、又は持とうとしたと

き。 

（13）辞退の方法 

参加書類を提出した後に辞退するときは、辞退届（様式第７号）を郵送又は持参により

提出すること。 

 

11．プレゼンテーションに関する事項 

　別紙「安中市立小中学校印刷環境更新賃貸借プレゼンテーション実施要領」に記載のとお

りとする。 

 

12. 審査・選定方法及び審査結果 

（１）プロポーザル選定委員会 



契約候補者の選定は、「安中市立小中学校印刷環境更新賃貸借契約候補者選定委員会」

において行う。 

（２）審査・選定方法 

　　審査要領に記載した手順で行う。 

（３）審査結果の通知 

審査結果については、決定後、速やかに各参加事業者へ電子メールにて通知する。なお、

結果に対する問合せ、異議等については一切応じない。 

 

13．審査結果の公表 

本プロポーザルによる最優秀提案者決定における経過について、公平性及び透明性を高

めると共に説明責任を果たすため、以下によりプロポーザルの実施に関する情報について

公表するものとする。 なお、最優秀提案者は、優先的に契約をすることができる者であり、

契約そのものを保証するものではない。 

（１）公表する情報の範囲 

① 最優秀提案者名 

② 参加事業者得点表（最優秀提案者以外の参加事業者名は非公表とする。） 

③ 選定委員名簿 

④ 最優秀提案者の提案（最優秀提案者の了承を得られない部分は非公開とする。） 

（２）公表の方法 

本市ホームページにより行うものとする。 

 

14．契約手続きについて 

（１）契約締結について 

提案書による仕様の変更等を行う場合があるので、契約書、仕様書等について、最優

秀提案者と別途協議する。ただし、契約金額は、「５　提案金額上限」記載の金額の範囲

内とする。 

（２）契約保証金 

契約金額の 100 分の 10以上とする。ただし、安中市契約規則（平成 27年安中市規則

第 9 号）第 22 条第 1 項各号のいずれかに該当した場合には、その納付は免除する。な

お、契約不履行の時は、免除した相当額を徴収する。 

（３）契約の締結に要する費用 

受注者の負担とする。 

 

15．その他 

（１）費用負担について 

提案書等の作成及び提出並びに提案プレゼンテーション等に要する費用は、全て提案

者の負担とする。やむを得ない理由によりこのプロポーザルが中止された場合において

も、それまでに要した費用を本市に請求することはできない。 

（２）参加の辞退について 



　　プロポーザルの参加を辞退した場合は、審査結果通知前までに辞退した場合であって

も、これを理由として今後不利益な取扱いをすることはない。 

 

16．担当窓口 

住　　所　　〒379-0292　群馬県安中市松井田町新堀 245 

部 署 名　　安中市教育委員会事務局　教育部総務課 施設係　担当　半田 

　電話番号　　027-393-7075（直通） 

　電子メール　soumu-ky@city.annaka.lg.jp 

 

 


